
35 35 15 12 14 12 25 13 26 3 5 5 0 0 35 0 0

山形県 山形市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山形県 米沢市 ○ ○ ○ ○

山形県 鶴岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
在校生の保護者へは、１１月に制度案内資料を配布するほか、転入生等へ
は随時案内 ○

山形県 酒田市 ○ ○ ○ ○

山形県 新庄市 ○ ○ ○ ○
山形県 寒河江市 ○ ○ ○ ○

山形県 上山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
山形県 村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
山形県 長井市 ○ ○ ○

山形県 天童市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

山形県 東根市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山形県 尾花沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新中学1年生、新小学1年生には、入学通知書と一緒に就学援助制度（新入
学児童生徒学用品費）の書類を送付。 ○

山形県 南陽市 ○ ○ ○ ○ ○

山形県 山辺町 ○ ○ ○
山形県 中山町 ○ ○ ○

山形県 河北町 ○ ○ ○ ○ ○

山形県 西川町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山形県 朝日町 ○ ○ ○

山形県 大江町 ○ ○ ○

山形県 大石田町 ○ ○ ○ ○ ○

山形県 金山町 ○ ○ ○ ○ ○
民生児童委員へ制度の周知及び町の状況について説明、福祉部局と潜在
的な該当者情報の共有 ○

山形県 最上町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各学校でのＰＴＡ総会や1日入学等で制度の説明を行う。 ○

山形県 舟形町 ○ ○ ○
山形県 真室川町 ○ ○ ○ ○

山形県 大蔵村 ○ ○ ○ ○

山形県 鮭川村 ○ ○ ○

山形県 戸沢村 ○ ○

山形県 高畠町 ○ ○
山形県 川西町 ○ ○ ○ ○ ○

山形県 小国町 ○ ○ ○ ○

山形県 白鷹町 ○ ○ ○

山形県 飯豊町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

山形県 三川町 ○ ○

山形県 庄内町 ○ ○ ○ ○
山形県 遊佐町 ○ ○ 就学時健康診断の際に制度の案内を配布し、担当から説明する。 ○

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育委
員会のウェ
ブサイトに
制度を掲載

イ．自治体
の広報誌等
に制度を記
載

ウ．就学案
内の書類に
記載又は就
学案内の書
類とともに
配布

エ．就学時
健康診断の
際に学校で
就学援助制
度の書類を
配布

オ．学校の
入学説明会
で就学援助
制度の書類
を配布

カ．入学時
に学校で就
学援助制度
の書類を配
布

キ．毎年度
の進級時に
学校で就学
援助制度の
書類を配布

ク．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等から案内
を配布

ケ．その他
→（２）

ア．申請締
切を設定
し，期間内
の申請のみ
受け付け

イ．随時申
請を受け付
けており，
年度当初分
から援助

ウ．随時申
請を受け付
けており，
締切を過ぎ
た申請の場
合は申請月
や認定月以
降分から援
助

エ．その他
→（４）

市区町村名都道府県

（１）　就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

（２）ケの内容

（３）　就学援助（要保護・準要保護）の申請期間(あ
てはまるもの全てに○)

（４）　エの内容・補足事項



35 35

山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

27 5 4 0 0 0 1 1 11

○
○

○
スマートフォンで検索がし易い本市公式SNSで発信をするほか、簡易で読みやすい制度チラシを別途作成し、保護者と個別面談ができる機会
に配布をすることを現在検討中

○

○ 小学校入学前支給の案内を、就学予定者全員に配付し、小学校入学前から制度周知を行っている。
○ 就学時健診やPTA総会時に就学援助制度の周知を図っている。

○ 毎年、新入学児童に案内するほか、小中学生全員へ学校を通じて案内チラシを配布している
○
○ ○

○ 転入者に就学援助制度のお知らせを配付している。

○
チラシに各費目の援助額を記載。
児童扶養手当担当課にチラシを準備し、児童扶養手当申請者がいた場合配付を依頼している。

○

○
通常の申請は希望者が学校に提出している。ただし、入学前支給の申請に
ついては希望者が教育委員会に提出している。

○
○

○ 小・中学校就学時オリエンテーション時や健康福祉課での民生委員研修会時に、就学援助制度について説明、チラシを配る等。

○
○

○ ○

○

○
○ 各学校でのＰＴＡ総会や1日入学等で制度の説明を行う。

○
○

○
入学説明会の折に、チラシの配布とともに、事務職員より説明を行ってもらう。毎年決まった時期に、児童生徒全員にチラシの配布を行う。民
生児童委員会の会議の折にチラシを配布するとともに、制度説明を行い、相談があった場合にすぐに対応できるようにしている。

○

○

○
○ 離婚等による保護者変更があった場合、就学援助制度の説明を行っている。

○

○

○

○

○ 見やすくわかりやすい文面とし、援助対象の目安がわかるように年間所得額を記載している。
○

１．就学援助制度の周知方法

ア．希望者
が学校に提
出（申請者
のみ提出）

イ．希望者
が教育委員
会に提出
（申請者の
み提出）

ウ．希望者
が学校もしく
は教育委員
会に提出
（申請者の
み提出）

エ．全員が
学校に提出
（申請の有
無にかかわ
らず全員提
出）

オ．全員が
教育委員会
に提出（申
請の有無に
かかわらず
全員提出）

カ．全員が
学校もしくは
教育委員会
に提出（申
請の有無に
かかわらず
全員提出）

キ．その他
→（６）

（６） キの内容 （７） 就学援助制度周知の工夫

（５）　就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
　　　(あてはまるもの全てに○)



35 35

山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和2
年度（令
和３年度
新入学
分）以前

イ．令和３
年度（令
和４年度
新入学
分）

ウ．令和４
年度（令
和５年度
新入学
分）以降

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．教育委員
会のウェブサ
イトに案内を
掲載

イ．自治体の
広報誌等に
案内を掲載

ウ．就学案内
の書類に記載
又は就学案内
の書類ととも
に配布

エ．就学時健
康診断の際
に学校で案
内を配布

オ．学校の入
学前説明会の
際に案内を配
布

カ．域内の幼
稚園や保育所
で案内を配布

キ．域内の小
中学校で在校
生及び保護
者に対して案
内を配布（兄
弟姉妹がいる
場合など）

ク．民生委員
やスクール
ソーシャル
ワーカー等か
ら案内を配布

ケ．その他
→（６）

ア．予算の確
保が困難だ
から。

イ．規則改正
などの内部
手続きに時
間がかかる
から。

ウ．認定回
数が増える，
支給後に転
居へした場
合の対応な
ど，事務業務
量が増加す
るから。

エ．その他
→（８）

24 4 7 0 0 24 2 1 1 0 0 0 0 0 1 5 18 0 8 6 6 10 10 6 2 0 0 0 2 1 5 1 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

町単独事業で「入学祝い
金制度」を実施しているた
め。

○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○

令和３年７月時点の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

（１）　実施・検討状況について

＜小学校＞

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（２）
エの内容

（３）　（1）でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入
開始を検討（予定）している時期

（４）　（1）でアと回答した場合，支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期） （５）　（1）でアと回答した場合，小学校入学前の者に対する周知（あてはまるもの全てに○）

（6）　ケの内容

（７）　（1）でウと回答した場合，その理由（当てはまるも
の全てに○）

（８）　エの内容



35 35

山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

ア．入学前
支給を行っ
ている。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和2
年度（令
和３年度
新入学
分）以前

イ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）

ウ．令和
４年度
（令和５
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．予算の確
保が困難だ
から。

イ．規則改正
などの内部
手続きに時
間がかかる
から。

ウ．認定回数
が増える，支
給後に転居
へした場合
の対応など，
事務業務量
が増加する
から。

エ．その他
→（６）

24 4 7 0 0 24 2 1 1 0 0 0 1 0 1 5 17 0 2 1 5 1 1

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○
町単独事業で「入学祝い金制度」を実
施しているため。

○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和３年７月時点の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

＜中学校＞

（２）
エの内容

（３）　（1）でアと回答した場合は入学前支
給を導入した時期，イと回答した場合は
導入開始を検討（予定）している時期

（１）　実施・検討状況について （４）　（1）でアと回答した場合，支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期）
（５）　（４）でウと回答した場合，その理由（当てはまるも
の全てに○）

（６）　エの内容



35 35

山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県
係数（倍率） 係数（倍率）

倍 倍

10 5 13 1 6 6 28 28 25 22 25 30 15 14 19 22 15 13 16 18 16 5 4 0 9 25 0 9 5

○

令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえた家計急変世帯への認定は行っておりま
せん。 ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当の支給基準を準用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

家族の長期療養又は不慮の災害・事故等で多額
の出費を要し、学用品費や給食費等に不自由し
ている。

家族の長期療養等による二重生活の
場合は、民生児童委員の意見を参考
にして基準額係数を1.5倍まで認定基
準を緩和。

○ 他制度の給付金等による支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

○ ○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 1.45
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ 検討していない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4
○ ○ 1.4

○ 特に対応していない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が
急変した者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえ、緊急援助費を支給できるように補正予算
を組み、要綱を定めたが申込者がおらず、令和3
年度分については予算措置も無く未定である。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・世帯全員の収入が非常に少なく、別に定める所
得基準額を下回る者のうち、特に援助を必要とす
ると認められる者
・保護者の死亡・失業・休職・倒産・別居等により
大幅に収入が減り、学用品や給食費等に不自由
している者
・家族の長期療養又は不慮の災害・事故等で多
額の出費を要し、学用品や給食費等に不自由し
ている者
・その他教育委員会が特に支給する必要があると
認めた者

所得基準額
世帯人員 所得基準額
２人 １，０２０，０００円
３人 １，３７０，０００円
４人 １，７２０，０００円
５人 ２，０７０，０００円
６人 ２，４２０，０００円
１． 世帯人員とは、家族全員もしくは、
生計を共にする家族とする。
２． 所得額とは、世帯人員すべての所
得を合算した額とする。
３． 母子・父子世帯の場合は、上記金
額に２７万円を加算する。
４． 世帯員が６人を超える場合は、１人
増すごとに３５万円を２４２万円に加算
する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

その他教育委員会が認めた者（困窮の程度を前
前年あるいは前年の収入で判断できなり事情が
ある場合において、当該事情を教育委員会が認
め、援助の必要があると判断された者。）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

その他教育委員会が認めた者（離婚・失職等の理
由で困窮の程度を前前年あるいは前年の収入で
判断できない事情がある場合においては、当該
事情を教育委員会が認め、援助の必要があると
判断された者。）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世帯の総収入が生活保護基準（生活扶助Ⅰ類、
Ⅱ類＋期末一時扶助＋教育扶助＋学校給食費
＋住宅費）の１．３倍以下の者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 民生委員・児童委員による訪問調査

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

特別支援教育就学奨励費の需要額測
定に用いる保護基準額に係数2.5未
満。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●災害、事故等により生活が困窮していると認め
られる者　●保護者が死亡し、親戚縁者等に引き
取られた児童生徒を養育する者　●家族に長期
入院の者がいる、又は身体障害者及び知的障害
者がいる場合で、著しく経済的負担を及ぼしてい
る者

ス．については、「主たる収入者が就業
先の倒産等により失業中である、又は
破産した者」

○ 新たな認定基準を設けることは検討していない。 ○ ○ 1.3

1.2倍（主な収入者が日雇いあるいは臨
時雇のとき等）、1.4倍（主な収入者が
病気（長期入院）のとき）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

イ．市区
町村民税
の非課税

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・T・
A会費，
学級費等
の学校納
付金の減
免が行な
われてい
る者

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校納付
金の納付状態
の悪い者，昼
食，被服等が
悪い者または
学用品，通学
用品等に不自
由している者
等で保護者の
生活状態がき
わめて悪いと
認められるも
の

シ．経済的
な理由に
よる欠席
日数が多
い者

ス．保護者
の職業が
不安定で，
生活状態
が悪いと
認められ
る者

４．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

テ．その他
→（６）

（４）　ソ，タ又は
チを回答した場
合，生活保護基
準額等に掛ける
係数（倍率）

（５）　ツを回答し
た場合，市区町
村民税課税最
低限度額に掛け
る係数（倍率）

（３）　令和３年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（６）　テの内容 （７）　補足事項

（２）
オの内容

・
補足事項

セ．生活福
祉資金に
よる貸付
け

ソ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額が変わる
と自動的に要件
が変わるもの）
（例：生活保護の
1.3倍，1.5倍等）
（係数（倍率）を
（４）に記入してく
ださい。）

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）（例：生
活保護の1.3倍
の額（394万
円），1.5倍（455
万円）等）
→係数（倍率）を
（４）に記入。

チ．特別支援
教育就学奨励
費の需要額測
定に用いる保
護基準額，又
は同基準額に
一定の係数を
掛けたもの
→係数（倍率）
を（４）に記
入。

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税最低限度
額に一定の係
数を掛けたも
の　（例：課税
最低限度額の
1.0倍，1.5倍
等）
→係数（倍率）
および目安額
を（５）に記入

ア．従前よ
り家計急
変世帯の
認定を行っ
ており，そ
の際と同
様の基準
により認定

イ．新型コ
ロナウイル
ス感染症
の影響を
踏まえて，
新たに認
定基準を
整備し，そ
の基準に
より認定

ウ．相談が
あった場
合，事例に
応じて個別
に対応

エ．新たに
認定基準
を整備する
ことを検討
中

オ．その他
→（２）

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

（１）　当てはまるもの１つに○

３．　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた家計急変世帯の認定について（準要保護）
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山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

６．就学援助率

ア．反映させる
（新たな認定基準
に更新）

イ．反映させない
（従前の認定基
準を継続）

年 月

ア．生活保護基準見直しの影響
が生じる可能性があるため，対応
している。（見直し後の生活保護
基準に基づく準要保護の認定基
準で否認定となった者は，改め
て，見直し前の生活保護基準に
基づく準要保護の認定基準により
再認定など）

イ．生活保護基準見直しの影響
が生じないと想定されるため，対
応していない（準要保護者がいな
い，影響を受ける所得層の準要

保護者がいない等）

ウ．生活保護基準見直しの影響
が生じると想定されるが，対応し
ていない

エ．その他

→（４）

9 12 12 12 2 4 3 0 0 35

○ 平成27 10

5%未満

15%未満

10%未満

○ 平成30 10
10%未満

○ 平成24 4
15%未満

10%未満

○ 平成25 8
10%未満

10%未満
○ 平成27 4 15%未満

○ 平成25 7
10%未満

10%未満

○ ○
10%未満

○ ○
10%未満

○ 平成29 4
5%未満

○ ○ 5%未満

10%未満

10%未満

10%未満

10%未満

○ ○
10%未満

○ 平成30 10
10%未満

10%未満

○ ○
5%未満

○ 平成24 12 15%未満

○ 平成24 12

10%未満

○ ○

5%未満

10%未満

10%未満

○ 令和元 10 15%未満

○ ○
10%未満

○ ○

5%未満

○ ○

5%未満

5%未満

○ 平成25 7
10%未満

10%未満

（３）　（１）でアを回答した場合，令和３年４月以降，生活保護基準見直しにより，従前の基準であれば要保護・準要保護として認定される保
護者の認定結果に変動がある場合，生活保護基準見直しの影響に対して，何らかの対応を行っているか。

（４）エの内容・補足事項

（２）　（１）でイを回答した場合，いつ
の時点の生活保護基準を参照して
いるか。

（１）　令和３年４月以降，準要保護
の認定基準として認定基準に反映
させるか。

令和２年度

５．生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応について

４．（３）で ソ，タを回答した場合，平成30年１０月から段階的に実施されている生活保護基準の見直しに伴い，見直し前と比べて，生活保護基準額が減額となる場合についての令和３年４月以降の対応
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山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他

35 2 2 0 11 11 11 22 22 0 35 0 0 0 10 10 10 25 25 1 11 8 8 1 2 2 2 0 0 0 35 12 12 0 18 18 18 4 4 2 32

○ ○ 11,630 ○ ○ 50,600 ○ ○ 21,890 19,456
体育実技用具費はレンタル上限額8,800円、購入上限額は26,500円
校外活動費（宿泊を伴うもの）に関しては令和２年度実績なし

○ ○ 15,500 14,480 ○ ○ 51,060 ○ ○ ○ ○ 17,604 医療費は実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 26,000
・支給額0円の通学費、医療費は費目設定があるが、実績なし。
・修学旅行費、給食費については令和３年度予算額に計上した単価とした

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 3,600 ○ ○ 23,800
学校給食費：単価（@260）×回数
支給平均額：令和3年度予算計上単価

○ ○ 11,520 ○ ○ 50,600 ○ ○ 39,620 0 ○ ○ 21,670 16,322 「通学費」、「医療費」は実績がありません。
○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 12,469

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 35,640 ○ ○ 22,690 15,447
・医療費は実績無し・校外学習費（宿泊を伴うもの）実績無し・支給平均額は１人当たりの額・オン
ライン学習通信費は３年度から対象費目とする予定(現在調整中）

○ ○ 13,186 ○ ○ 51,060 ○ ○ 17,216
○ ○ 15,220 ○ ○ 40,600 ○ ○ 21,490 14,937 学用品支給単価は１年生12,990円、その他15,220円

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 20,005

平均支給額は令和２年度の実績額により記入。
通学費は要綱上、対象費目となっているが、実績がない。
医療費は要綱上、対象費目となっているが、無償化になっているため実績がない。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 32,000
医療費については実費弁償だが、現在本市では高校卒業まで医療費が無料のため、該当者な
し。

○ ○ 11,630 10,915 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 22,690 10,712 校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費は実績なし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 13,561 校外活動費（宿泊を伴うもの）、クラブ活動費、医療費については実績無し。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 17,456
医療費：中学校３年生までの医療費無償化制度により実績なし
学校給食費：実費の９割分を支給

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 58,013 ○ ○ 0 ○ ○ 14,491 通学費、クラブ活動費及び医療費については実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 21,890 16,338 令和２年度は校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給がなかったため、支給平均額を０と記入

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 22,690 21,890
校外活動費（宿泊を伴わない）（宿泊を伴う）については、対象費目があるが、実績がないため0
円とした。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 実績がない費目については「平均支給額」を０円。

○ ○ 11,420 ○ ○ 40,600 ○ ○ 21,490 11,123
医療費については無償化制度により対応。
小学6年生の給食費は町単独の補助により対応。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 12,587
体育実技用具費：保護者購入額の1/2（上限額26,500円）
医療費：公費医療負担制度により医療自己負担費を０円としているため、援助費支給はなし。

○ ○ 11,630 11,173 ○ ○ 20,470 20,470 ○ ○ 16,000 体育実技用具費、校外活動費（宿泊を伴うもの）は支給実績がありませんでした。
○ ○ 11,630 11,213 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 21,890 9,676 現在、支給額が確定していないので、支給平均額は0円。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 0 ○ ○ 0
通学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、医療費については対象費目だが、実績は
なし。

○ ○ 11,630 6,952 ○ ○ 51,060 50,052 ○ ○ 21,890 16,488 学校給食費に関しては実費にて支給。修学旅行費・体育実技費・校外学習費等は実績なし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 21,890 14,607 体育実技用具費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費は支給実績がありませんでした。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 校外活動費については実績なし

○ ○ 11,640 ○ ○ 51,110 ○ ○ ○ 21,580 ○
新入学児童生徒学用品費（１年のみ）、修学旅行費（６年のみ）、郊外活動費（宿泊を伴わないも
の、2～4年）、郊外活動費（宿泊を伴うもの、5年）

○ ○ 15,500 ○ ○ 51,060 ○ ○
・学用品費→1年13,230円、他15,500円　・修学旅行費→実費の85％　・給食費→１食230円　　・
郊外活動費（宿泊を伴わないもの）は実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 学校給食費は、各学校の給食費より算出した額の８割を支給。

○ ○ 14,780 ○ ○ 40,600 ○ ○ 0 ○ ○ 21,490 21,490
本町は、学用品費と通学用品費は合算して支給し、１年生は12,610円、２～６年生は14,780円と
なっている。通学費の支給はなし。

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 22,690 22,690

通学費実績なし。体育実技用具費（スキー用品）は、1～3年生のうち1回、4～6年生のうち1回支
給。
オンライン学習通信費は、1世帯当たりに支給とし、令和３年度予算単価を記入。準要保護の対象
児童生徒の医療費は、令和2年度より、子育て支援（ひとり親家庭等支援）制度の利用による無
償化の対応をとっている。

○ ○ 11,420 11,420 ○ ○ 40,600 40,600 ○ ○ 21,490 16,424

医療費が対象費目となっているが実績なし。
通学用品費：一年生無し、郊外活動費：5年生のみ、修学旅行費：5年または6年生、体育実技用
具費：1・4年生のみが対象。

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 40,020 0 ○ ○ 22,690 18,325 通学費＝実績なし　郊外活動（宿泊あり）＝実績なし　医療費＝実績なし

○ ○ 13,900 13,196 ○ ○ 51,060 ○ ○ 15,807
○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 11,922 通学費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）は実績なし

（１）　小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

７．令和３年度準要保護就学援助額

補足事項

修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費



35 35

山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他

35 2 2 0 11 11 11 22 22 0 35 1 1 0 9 9 9 25 25 1 11 8 8 1 2 2 2 0 0 0 35 12 12 0 18 18 18 4 4 2 33

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 43,935
○ ○ 27,310 26,184 ○ ○ 60,000 ○ ○ ○ ○ 60,910 25,595 校外活動費（宿泊を伴うもの）と医療費は実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 85,000
・支給額０円の通学費、医療費は費目設定があるが、実績なし
・修学旅行費、給食費については令和３年度予算額に計上した単価とした

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 2,300 ○ ○ 79,600
学校給食費：単価（@305）×回数
支給平均額：令和3年度予算計上単価

○ ○ 22,510 ○ ○ 57,400 ○ ○ 80,070 0 ○ ○ 60,300 0
「体育実技用具費」、「通学費」、「修学旅行費」、「校外活動費（宿泊を伴うもの）」、「医療費」は実
績がありません。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 34,470 校外活動費（宿泊を伴わないもの）（宿泊を伴うもの）は、前年度実績なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 24,280 ○ ○ 60,910 17,881
・医療費は実績無し・校外学習費（宿泊を伴うもの）実績無し・支給平均額は１人当たりの額・オン
ライン学習通信費は３年度から対象費目とする予定(現在調整中）

○ ○ 24,614 ○ ○ 57,400 ○ ○ 0 修学旅行費及び校外活動費について実績なし
○ ○ 26,820 ○ ○ 47,400 ○ ○ 57,590 0 学用品支給単価は１年生24,590円、その他26,820円。修学旅行費については令和２年度実績な

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 32,160

平均支給額は令和２年度の実績額により記入。
通学費は要綱上、対象費目となっているが、実績がない。
医療費は要綱上、対象費目となっているが、無償化になっているため実績がない。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 80,000
医療費については実費弁償だが、現在本市では高校卒業まで医療費が無料のため、該当者な
し。

○ ○ 22,730 21,123 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 60,910 0
修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費は実績
なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 33,777 校外活動費（宿泊を伴うもの）、体育実技用具費、医療費については実績無し。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 40,962

校外活動費（宿泊を伴うもの）：令和２年度実績なし
医療費：中学校３年生までの医療費無償化制度により実績なし
学校給食費：実費の９割分を支給

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 56,157 通学費、校外活動費(宿泊を伴うもの)及び医療費については実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 23,766
令和２年度は校外活動費（宿泊を伴わないもの）（宿泊を伴うもの）の支給がなかったため、支給
平均額を０と記入

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 60,910 40,389
校外活動費（宿泊を伴わない）（宿泊を伴う）については、対象費目があるが、実績がないため0円
とした。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 42,828 実績がない費目については「平均支給額」を０円としている。

○ ○ 22,320 ○ ○ 47,400 ○ ○ 57,590 34,048

校外活動費は、新型コロナウイルス感染症対策で、令和２年度は校外活動を実施しなかったため
実績なし。
医療費については無償化制度により対応。給食費は町単独の補助により対応。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 30,051

校外活動費（宿泊を伴うもの、伴わないもの）：新型コロナウイルス感染症の影響により活動がな
かったため援助費支給はなし。
医療費：公費医療負担制度により医療自己負担費を０円としているため、援助費支給はなし。

○ ○ 22,730 22,098 ○ ○ 23,550 23,550 ○ ○ 0
修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）、校外活動費（宿泊を伴うもの）は支給実績があ
りませんでした。

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 60,910 0 現在、支給額が確定していないので、支給平均額は0円としている。

○ ○ 17,180 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 体育実技用具費、修学旅行費、通学用品費、医療費については対象費目であるが、実績はなし。
○ ○ 22,730 7,224 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 60,910 0 学校給食費に関しては実費にて支給。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 0
修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）、校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費は支給
実績がありませんでした。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 校外活動費については実績なし

○ ○ 22,740 ○ ○ 57,980 ○ ○ ○ 57,720 ○ 新入学児童生徒学用品費（７年）、修学旅行費（８年）、郊外活動費（宿泊を伴わないもの、９年）

○ ○ 27,310 ○ ○ 60,000 ○ ○
・学用品費→1年25,040円、他27,310円　・修学旅行費→実費の85％　・給食費→１食270円　　・
体育実技用具費、郊外活動費（宿泊を伴うもの）は実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 学校給食費は、各学校の給食費より算出した額の８割を支給。

○ ○ 26,050 ○ ○ 47,400 ○ ○ 0 ○ ○ 57,590
本町は、学用品費と通学用品費は合算して支給し、１年生は23,880円、２～３年生は26,050円と
なっている。通学費の支給なし。

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 60,910 60,910

通学費実績なし。体育実技用具費（スキー用品）は、1～3年生のうち1回支給。
オンライン学習通信費は、1世帯当たりに支給とし、令和３年度予算単価を記入。準要保護の対象
児童生徒の医療費は、令和2年度より、子育て支援（ひとり親家庭等支援）制度の利用による無償
化の対応をとっている。

○ ○ 22,320 22,320 ○ ○ 47,400 47,400 ○ ○ 57,590 0

医療費も対象費目となっているが実績なし。
修学旅行費：2年または3年生。※ただし、令和2年度はコロナの影響で修学旅行が中止となったた
め実績なし。
通学用品費：1年生以外、体育実技用具費：2年生のみ。

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 80,880 18,000 ○ ○ 60,910 0 修学旅行費＝実績なし　郊外活動費（宿泊り、なし）＝実績なし　医療費＝実績なし

○ ○ 25,000 23,156 ○ ○ 60,000 ○ ○ 22,086
○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 23,055 体育実技用具費、通学費、校外活動費は実績なし

（２）　中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

７．令和３年度準要保護就学援助額

補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費学用品費



35 35

山形県 山形市
山形県 米沢市

山形県 鶴岡市

山形県 酒田市

山形県 新庄市
山形県 寒河江市

山形県 上山市
山形県 村山市
山形県 長井市

山形県 天童市

山形県 東根市

山形県 尾花沢市

山形県 南陽市

山形県 山辺町
山形県 中山町

山形県 河北町

山形県 西川町
山形県 朝日町

山形県 大江町

山形県 大石田町

山形県 金山町
山形県 最上町

山形県 舟形町
山形県 真室川町

山形県 大蔵村

山形県 鮭川村

山形県 戸沢村

山形県 高畠町
山形県 川西町

山形県 小国町

山形県 白鷹町

山形県 飯豊町

山形県 三川町

山形県 庄内町
山形県 遊佐町

市区町村名都道府県

８．その他

2
５．（１）について
山形市では、基準項目毎に反映している基準が異なる。
居宅（第１類・第２類）についてはＨ２７基準と前年度基準の高い方を、教育基準に関してはＨ２９基準と前年度基準の高い方を、
冬季加算・期末一時についてはＨ３１基準を反映している。住宅基準に関してはＲ３基準を反映している。

小学校入学予定者に対し、町内事業所が製造したランドセルを贈呈（申請制）

（１）　就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する取組・対応について，これまでの回答への補足


